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単元株式数の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 27 日開催予

定の第 91 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に、単元株式数の

変更及び定款一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせ

いたします。

記

１．単元株式数の変更

（1）変更の理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、平成 30 年

10 月 1 日までに、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を

100 株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する

企業としてこの趣旨を尊重し、当社の単元株式数を現在の 1,000 株から 100 株

に変更することといたしました。

（2）変更の内容

  単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。

（3）変更予定日

  平成 30 年 10 月 1 日

（ご参考）

  上記変更に伴い、平成 30 年 10 月 1 日をもって東京証券取引所における売買単位

も 1,000 株から 100 株に変更されます。

（4）変更の条件

  本定時株主総会において、下記「２．定款一部変更」に係る議案が承認可決され

ることを条件に、平成 30 年 10 月 1 日をもって効力が発生いたします。



２．定款一部変更

（1）変更の理由

  ①上記「１．単元株式数の変更（1）変更の理由」のとおり、単元株式数を 1,000

株から 100 株に変更します。（変更案第 7 条）

  ②取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体

制を構築するため、取締役の任期を２年から 1 年に変更いたします。また、こ

れに伴い、任期調整の規定を削除いたします。（変更案第 22 条）

  ③取締役会の決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規

定を設けておりますが、この規定の表現方法を変更いたします。（変更案第 32

条第 1 項）

  ④取締役として適切な人材を招聘しやすくし、期待される役割を十分に発揮でき

るようにするため、会社法第 427 条第 1 項の責任限定契約に関する規定に基づ

き、定款に第 32 条第 2 項の規定を新設いたします。（変更案第 32 条第 2 項）

   なお、第 32 条第 2 項の新設には各監査役の同意を得ております。

  ⑤取締役会の決議によって監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規

定を設けておりますが、この規定の表現方法を変更いたします。（変更案第 43

条第 1 項）

  ⑥社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けてお

りますが、社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に

発揮できるよう責任限定契約を締結できるよう変更いたします。また、賠償責

任の限度額にかかる金額表示につきましては、現行の報酬水準に照らして削除

いたします。（変更案第 43 条第 2 項）

（2）変更の内容

  変更の内容は以下のとおりです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款 変更案

（単元株式数）

第７条 当会社の 1 単元の株式数は 1,000

株とする。

（取締役の任期）

第22条 取締役の任期は、選任後 2 年以内

に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結のと

きまでとする。

（単元株式数）

第７条 当会社の 1 単元の株式数は 100 株

とする。

（取締役の任期）

第22条 取締役の任期は、選任後 1 年以内

に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会の終結のと

きまでとする。



現行定款 変更案

２ 補欠または増員のため選任された

取締役の任期は、他の現任取締役の

残任期間を同一とする。

（取締役の責任免除）

第32条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、取締役（取締役であったものを

含む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠

償責任について法令に定める要件に

該当する場合には賠償責任額から法

令に定める最低責任限度額を控除し

て得た額を限度として免除すること

ができる。

（新 設）

（監査役の責任免除）

第43条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、監査役（監査役であった者を含

む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠償

責任について、法令に定める要件に

該当する場合には賠償責任額から法

令に定める最低責任限度額を控除し

て得た額を限度として免除すること

ができる。

（削 除）

（取締役の責任免除）

第32条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項

の規定により、任務を怠ったことに

よる取締役（取締役であったものを

含む。）の損害賠償責任を、法令の限

度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。

  ２ 当会社は、会社法第 427 条第 1 項

の規定により、取締役（業務執行取

締役等であるものを除く。）との間

に、任務を怠ったことによる損害賠

償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。

（監査役の責任免除）

第43条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項

の規定により、任務を怠ったことに

よる監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度

において、取締役会の決議によって

免除することができる。



現行定款 変更案

２ 当会社は社外監査役との間で、会

社法第 423 条第 1 項の賠償責任につ

いて法令に定める要件に該当する場

合には賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該

契約に基づく賠償責任の限度額は、

金 500 万円以上であらかじめ定めた

額と法令の定める最低責任限度額と

のいずれか高い額とする。

（新 設）

２ 当会社は会社法第 427 条第 1 項の

規定により、監査役との間に、任務

を怠ったことによる損害賠償責任を

限定する契約を締結することができ

る。ただし、当該契約に基づく責任

の限度額は、法令が規定する額とす

る。

附 則

第７条の変更は、平成 30 年 10 月 1 日をも

って効力を生じる。なお、本附則は、同日

をもって削除する。

３．単元株式数の変更及び定款一部変更に関する日程

（1）取締役会決議日       平成 30 年 5 月 21 日

（2）定時株主総会開催日     平成 30 年 6 月 27 日（予定）

（3）定款一部変更（第 22 条（取締役の任期）、第 32 条（取締役の責任免除）、第 43

条（監査役の責任免除））の効力発生日

                平成 30 年 6 月 27 日（予定）

（4）単元株式数変更の効力発生日 平成 30 年 10 月 1 日（予定）

（5）定款一部変更（第 7 条（単元株式数））の効力発生日

                平成 30 年 10 月 1 日（予定）

以 上


